
公益社団法人日本麻酔科学会 会員の皆さま

≪治療と仕事を両立しながら補償を受けられる新しい補償です≫

・医療の進歩により、三大疾病のうち、
がん治療方法は入院治療から通院治療
に変化しており、治療を続けながら早期
に復職するケースが増えています。
・このような状況を踏まえ、治療と仕事の
両立を支援する
「就業障害定義緩和（三大疾病）特約 」
を2025年4月からご用意しています。

団体長期障害所得補償保険

就業障害定義緩和（三大疾病）特約付きプランのご案内

※ 本特約は団体長期障害所得補償保険とセットになっています。本特約のみのご加入はできませんのでご注意ください。
「公益社団法人日本麻酔科学会 所得補償保険 団体長期障害所得補償保険のご案内」とあわせてご確認ください。

保険期間 2026年4月1日午後4時 ～ 2027年4月1日午後4時

引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

加入手続き
新補償をご希望の方は、加入タイプＣ１～Ｃ５からご選択いただけます。
※加入タイプＢ１～Ｂ５と同時にご選択いただくことはできません。

募集締切日 2026年3月13日（金）

払込方法
所得補償保険・団体長期障害所得補償保険に準じます。
（同封のパンフレットをご参照ください）
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別 冊

治療と仕事を両立したい方へ

特約セットなし

「業務に全く従事できない」
状態が免責期間を超えて続く場合、

補償開始

特約セットあり

「業務に全く従事できない」
状態、または「業務に一部従事でき
ない」状態が免責期間を超えて続く

場合、補償開始

就業障害定義緩和（三大疾病）特約

被保険者が三大疾病（＊）を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している場合、免責期間中の就業障害の定義を、
「業務に全く従事できないこと」から、「業務に全く従事できないか、または一部従事することができないこと」に緩和する特約で
す。（＊）三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞および脳卒中をいいます。

例えば、三大疾病のうち、がんの推計患者数は平成18 年頃を境に
外来（通院）が入院を上回っています。
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がん（悪性新生物）の推計患者数の推移

入院 外来 出典：厚生労働省「令和２年患者調査」



免責期間終了後

2

特約をセットすると、治療と仕事を両立しながら補償を受けられます！

この保険は、公益社団法人日本麻酔科学会が保険契約者となる団体契約です。
＜ご加入いただける方（申込人・被保険者（補償の対象者）本人）＞
お申込人・被保険者（補償の対象者）本人が、2026年4月1日時点で公益社団法人日本麻酔科学会の会員の先生（医師）である場合に限ります。

月払保険料(単位：円）

加入タイプ Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５

保険金額
（月額）

20万円 30万円 50万円 70万円 100万円

加入年令 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

月
払
保
険
料

20～24才 726 418 1,089 627 1,815 1,045 2,541 1,463 3,630 2,090

25～29才 811 560 1,217 840 2,029 1,400 2,840 1,959 4,057 2,799

30～34才 1,071 866 1,607 1,300 2,678 2,166 3,749 3,033 5,355 4,332

35～39才 1,439 1,413 2,159 2,120 3,598 3,533 5,037 4,947 7,196 7,067

40～44才 2,092 2,538 3,138 3,807 5,230 6,345 7,322 8,883 10,460 12,691

45～49才 3,316 4,177 4,974 6,266 8,289 10,443 11,605 14,621 16,579 20,887

50～54才 5,474 6,656 8,211 9,985 13,685 16,641 19,159 23,298 27,370 33,282

55～59才 9,294 10,489 13,940 15,733 23,234 26,221 32,528 36,710 46,468 52,443

60～64才 15,358 14,116 23,037 21,175 38,395 35,291 53,754 49,408 76,791 70,582

65～69才 ご加入いただけません。

Ａ２５－１０１２８９ 承認年月２０２５年１１月

免責期間中（372日間）

パターン１

業務に全く従事できない
特約あり 特約なし

補償開始 補償開始

パターン２

業務に一部従事できない

病院で治療を受けながら仕事

補償開始

パターン３

交通事故で入院

補償開始

がんを通院で治療

脳卒中で入院、
退院後リハビリ通院

業務に全く
従事できない

業務に一部
従事できない

特約セットにより
補償拡大

＜補償イメージ＞

てん補期間５年、免責期間３７２日間、団体割引５％、定額払、約定給付率１００％、
天災危険補償特約、精神障害補償特約（基本契約のてん補期間にかかわらず免責
期間終了日の翌日から２４か月が限度）、就業障害定義緩和（三大疾病）特約

※加入年令は、保険始期日時点（2026年4月1日時点）の満年令でのご加入となります。
※保険金額（月額）の設定については、パンフレット３ページをご確認ください。

その他ご注意点


